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高浜発電所の原子炉設置変更許可申請について 

（高浜発電所３、４号機の常設直流電源設備の設置等） 

 

 

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

 

 

記 

 

 

関西電力株式会社は、平成 25 年７月８日に施行された原子炉等規制法に基づく

新規制基準に対応するため、本日、原子力規制委員会に対し、高浜発電所３、４号

機の常設直流電源設備※の設置等に係る原子炉設置変更許可申請を行った。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
添付資料：高浜発電所３、４号機の常設直流電源設備の設置等について（概要） 

 
 
 
 
 
 問い合わせ先（担当:清水） 

内線 2353・直通 0776(20)0314

※常設直流電源設備 

新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の

蓄電池（１系統目）容量の増強や可搬式の直流電源設備（２系統目）の配備が行われている。 

これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備（３系統目）の設置が求められており、そ

の設置期限（法定猶予期間）は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」（平成 28 年１月 12 日改正）において、本体施設の工事計画認可後５年以内と定められて

いる。 



電源車（２台/号機＋予備２台※（共用））

可搬式整流器（交流を直流に変換）
（１台/号機＋予備１台（共用））

１．高浜発電所３、４号機の常設直流電源設備の設置について

重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行う、特に高い信頼性を有する常設直流電源
設備（３系統目）を設置する。

高浜発電所３、４号機の常設直流電源設備の設置等について （概要）

添付資料

6.6kV 非常用高圧母線

非常用
発電機

440V 非常用低圧母線

① 安全系蓄電池
<電池容量を増強済>

整流器（交流を直流に変換）

鉛蓄電池（容量：3000A･h ×１組/号機）

【概念図】

② 可搬式直流電源設備 <配備済>

２．高浜発電所１号機から４号機の緊急時対策所の設置に係る記載内容の適正化について

高浜発電所１号機から４号機の緊急時対策所を設置（平成３０年度内運用開始予定）後、高浜
発電所３、４号機の緊急時対策所（高浜発電所１、２号機中央制御室下会議室）を撤去する。

（原子炉補助建屋）

安全系監視設備等
（１次冷却材圧力、加圧器水位等の監視計器等）

③ 常設直流電源設備

外部電源

［ 鉛蓄電池 （容量：2400A・h ×２組/号機） ］

※ ：うち１台は電力自主配備

【今回申請】

常設直流電源設備（３系統目）は、本体施設の工事計画認可 (高浜発電所３号機：平成27年８月４日、
高浜発電所４号機：平成27年10月９日) から５年間の経過措置期間(法定猶予期間)までに設置することが
要求されている。

（設置期限）
高浜発電所３号機：平成32年 ８月３日
高浜発電所４号機：平成32年10月８日

（特定重大事故等対処施設建屋）
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